
資料３ 

 

流山市自転車駐車場条例の一部を改正する条例(改正の概要) 

 

１ 受け入れ車両の拡大 

  自転車及び原動機付自転車（以下、「原付」という）のほか、保有台数が多い一方で駐車

場所が限られている「小型バイク」「中型バイク」について、受け入れを行います。 

  ただし、受け入れは自転車駐車場の構造上可能な場所に限ります。 

■ 受け入れ車両の拡大（表１） 

 

(参考)条例上の規定 

 

 

 

  

種 類 原付 小型バイク 中型バイク 大型バイク 

排気量 ～50cc 50～125cc 125～250cc 250～400cc 400cc 

定格出力 ～0.6kW ～1kW 区分なし ～20kW 20kW 

区分 原動機付自転車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 

改正前 〇 × × × × 

 ↓  

改正後 〇 〇 〇 〇 × 

(1)道路交通法第２条第１項第１１号の２に規定する自転車 

   …自転車のこと 

(2)道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車 

   …原動機付自転車（原付）のこと 

(3)道路交通法施行規則第２条に定める普通自動二輪車(排気量が 400cc未満のものに限る） 

   …小型バイク・中型バイク 
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２ 使用料の見直し 

  定期使用料及び一時使用料について、表２及び表３のとおり改定します。 

 

■ 流山市自転車駐車場 定期使用料（表２） 

新旧対照表                         （ ）内は高校生以下 

  

改正 前 改正 後 

自転車 

一般 
原付 

自転車 

一般 

原付 

小型バイク 
中型バイク 

流
鉄
流
山
線 

① 流山駅東側 

3,142円 

(1,570円) 
6,285円 

2,400円 

(1,200円) 
3,840円 4,800円 

② 流山駅西側 

③ 平和台駅第１ 

④ 平和台駅第２ 

⑤ 鰭ケ崎駅 

東
武
ア
ー
バ
ン
パ
ー
ク
ラ
イ
ン 

⑥ 運河駅西口 

5,028円 

(2,513円) 
10,056円 

6,000円 

(3,000円) 
9,600円 12,000円 

⑦ 運河駅東口 

⑧ 運河堤防 
4,800円 

(2,400円) 
7,680円 ― 

⑨ 江戸川台駅東口１階 
7,542円 

(3,770円) 
― 

9,600円 

(4,800円) 
― ― 

⑩ 江戸川台駅東口２階 
6,285円 

(3,142円) 
― 

7,800円 

(3,900円) 
― ― 

⑪ 江戸川台駅東口第１ 
5,028円 

(2,513円) 
10,056円 

6,000円 

(3,000円) 
9,600円 12,000円 

⑫ 江戸川台駅東口第２ 

⑬ 江戸川台駅西口１階 
7,542円 

(3,770円) 
― 

9,600円 

(4,800円) 
― ― 

⑭ 江戸川台駅西口２階 
6,285円 

(3,142円) 
― 

7,800円 

(3,900円) 
― ― 

⑮ 江戸川台駅西口第１ 
5,028円 

(2,513円) 
10,056円 

6,000円 

(3,000円) 
9,600円 12,000円 

⑯ 江戸川台駅西口第２ 

⑰ 初石駅東側第１ 

5,028円 

(2,513円) 

― 

6,000円 

(3,000円) 

― ― 

⑱ 初石駅東側第２ 10,056円 9,600円 12,000円 

⑲ 初石駅東側第３ ― ― ― 

⑳ 初石駅西側 
5,656円 

(2,828円) 
― ― ― 
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■ 流山市自転車駐車場 一時使用料（表３）                     １台当たりの使用料 

 自転車 原付・小型バイク 中型バイク 

一時使用券 １２０円 ２００円 ２４０円 

一時使用券 

(１５枚まとめ売り) １，８００円 ３，０００円 ３，６００円 

 

 

 

□ 新旧対照表（表４）                     １台当たりの使用料 

※ 改正後は回数券を廃止し、一時使用券を１枚又は１５枚のまとめ売りに変更します。 

 

 

 

３ 無料開放日の拡大 

  表５のとおり、新たに土曜日を自転車駐車場の無料開放日に追加します。 

  ■ 無料開放日の拡大（表５） 

改正 前 改正 後 

・日曜日 

・祝日 

・年末年始（1/2、1/3、12/29～12/31） 

 

・日曜日 

・祝日 

・年末年始（1/2、1/3、12/29～12/31） 

・土曜日（追加） 

  ※ 無料開放日は、定期使用券、一時使用券の購入なく無料で駐車場を使用できます。 

 

  

改正 前 改正 後 

自転車 
一時使用券 １０３円 

自転車 一時使用券 １２０円 
回数券(12枚綴り) １，０４７円 

原付 
一時使用券 ２０８円 原付 

小型バイク 
一時使用券 ２００円 

回数券(12枚綴り) ２，０９５円 

 中型バイク 一時使用券 ２４０円 

まとめ売りの枚数を定めず、 

購入希望枚数を販売する形式とします 
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４ 使用料免除対象の拡充 

  既に免除対象となっている者のほか、生活、就労支援の面から、ひとり親家庭や難病法

に基づき指定された難病患者の使用料を免除とします。 

  その他、自動車運転免許証を返納した者の代替交通手段として自転車利用が想定される

ことから、７５歳以上の運転免許返納者を対象に使用料を免除します。 

■ 使用料免除対象（表６） 

改定前 改定後 

・生活保護受給者及びその家族 

・身体障害者手帳の交付を受けている者 

・療育手帳の交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

・その他、特に市長が認めた場合 

・生活保護受給者及びその家族 

・身体障害者手帳の交付を受けている者 

・療育手帳の交付を受けている者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

・ひとり親家庭(新規)※１ 

・難病指定を受けている者(新規)※２ 

・運転免許証を返納した 75歳以上の者(新規)※３ 

・その他、特に市長が認めた場合 

 

 

(参考)条例上の規定 

 

 

 

 

※１ ひとり親家庭 

児童扶養手当法に基づく手当を受けていること及びその者と同一世帯に属すること 

※２ 難病指定を受けている者 

難病の患者に対する医療等に関する法律第 7条第 4項に規定する医療受給者証の交付を 

受けていること 

※３ 運転免許証を返納した 75歳以上の者 

75歳以上であって道路交通法第 92条第 1項に規定する運転免許証を返納していること 


